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松伏町税務課


１　重要事項
（１）提出期限
提出期限は提出年の１月末日（１月末日が閉庁日の場合は翌開庁日）です。余裕をもってご提出いただきますようお願いいたします。
（２）書面での給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について
書面での給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出は原則必要ございません。ただし、追加提出・訂正分及び、提出期限を過ぎて提出する場合は、書面での給与支払報告書・公的年金等支払報告書を依頼することがあります。
なお、提出期限内に、光ディスク等と併せて書面での給与支払報告書・公的年金等支払報告書を提出された場合は、光ディスク等のデータを優先いたします。
（３）光ディスクによる特別徴収税額通知について
令和３年度税制改正により、光ディスクによる特別徴収税額通知は令和５年度で終了いたしました。令和６年度以降に電子データでの特別徴収税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
今後、光ディスクによる特別徴収税額通知を希望し、空の光ディスクを同封したとしても、空のままご返送させていただきますので、予めご了承下さい。
（４）光ディスク等による提出承認申請書について
令和５年度税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書及び公的年金支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要になりました。

２　提出時の注意事項
（１）提出物
以下についてご提出ください。
・光ディスク等正本（必須）
なお、対応媒体は以下の通りです。
・CD-R
・DVD-R
松伏町では、ＦＤ、ＭＯでの提出は対応しておりませんので、ご了承ください。
（２）光ディスクのレーベル面への記載事項
光ディスクのレーベル面には、次の事項を記載してください。
①　貴事業所（提出者）の名称
②　貴事業所（提出者）の所在地
③　法人番号（複数の事業所のファイルを記録している際は、それらの全ての法人番号）
④　松伏町の指定番号（複数の事業所のファイルを記録している際は、それらの全ての指定番号）
⑤　提出件数（総件数及び特別徴収対象者件数・普通徴収対象者件数の内訳）
⑥　提出年月日
⑦　総枚数及び一連番号
レーベル面には油性フェルトペン等で記載してください。この際、筆先の硬い筆記用具は使用しないでください。
（３）提出上の注意
①　提出前にファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
②　提出物は必ず一つにまとめ、一括して提出してください。
③　取りまとめ事業所等が一括して関連事業所等の給与支払報告書データを作成し、１枚の光ディスク等に記録する場合は、事業所（指定番号）ごとにファイルを分割してください（必須）。また、可能である限り、光ディスク等の媒体も事業所（指定番号）ごとに分割してください。
④　ご提出いただいた光ディスク等につきましては返却いたしません。
⑤　郵送事故等による書類の未着等につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。記録が残る方法での提出をお勧めいたします。
（４）光ディスク等の規格等
光ディスク等の規格等及びレコード内容等につきましては、総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#kikaku）をご覧ください。
（５）提出先
〒３４３－０１９２
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４番地
松伏町役場　税務課　町民税担当　宛て
